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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
三
号 

の
規
定
に
基

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な

供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
指
針
を
次
の
よ
う
に
定

の

び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

の
施
行
の

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

か
ら

適
用

 

令
和
七
年
十
一
月
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
指
針 

第
一 

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向 

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五

三
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
供
給
確
保
医
薬
品

製
造
に
特
殊
な

技
術
を
要
す
る

原
薬
の
製
造
工
程
の
一
部
を
特
定
の
国
に
依
存
し
て
い
る
等
の
潜
在
的
な
供
給
不
足
の
リ
ス
ク
を
抱
え
る

医
薬
品
で
あ
る
一
方

用
途
に
係
る
疾
病

場
合
の
病
状
の
程
度
が
重

代
替
性
の
あ
る
特
定

医
薬
品
又
は
治
療
方
法
の
確
保
が
困
難

特
に
そ
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
必
要
性
が
高

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
指
針 
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同
法
第
五
章
第
七

な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
医
薬
品
の
供
給
の

供
給
確
保
医
薬

び
そ
の
製
造
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
原
料
又
は
材
料

以
下
同

の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
施
策
及
び
供
給
不
足
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
つ
い
て
規
定
し

措
置
を
次
の
第
二
か
ら
第
四
ま
で
に
示
す
方
針

迅
速
か
つ
適
切
に
実
施
す

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保

 

第
二 

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項 

一 

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
措
置
を
適
時
に
講

品
目

に
つ
い
て
平
時
か
ら
市
場
全
体
の
需
給
状
況
を
把
握

適
時
に
そ
の
情
報
を
関
係
者
と
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

厚
生
労
働
大
臣

医
療
法
第
三
十
八
条
の
四
又
は
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る

十
年
法
律
第
百
十
四

五
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基

対
象
と
な
る

品
目
を
指
定
し
た
上

平
時

は
卸
売
販
売
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
供
給
状

の
報
告
を
求

市
場
全
体
の
需
給
状
況
を

分
析
し
た
上

必
要
な
情
報
を
関
係
者
と
共
有

措
置
を
講
じ
る
に
当
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て
は

シ
ス
テ
ム
化
を
進
め
る

報
告
等
が
必
要
と
な
る
関
係
者
の
事
務
負
担
の
軽
減
に
努
め
る

 

二 
供
給
確
保
医
薬
品

特
に
医
療
上
の
必
要
性
が
高

供
給
不
足
が
発
生
し
た
場
合

手
術
が
実
施
で
き
な

い
等

に
広
く
混
乱
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
で
あ
る

三
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品

以
下
同

他
の
供
給
確
保
医
薬
品
と
比
較

特
に

供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
性
が
高

厚
生
労
働
大

臣

を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法

四
年
法
律
第
四
十
三

四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
調
査
そ
の
他
の

上
の
課

題
に
関
す
る
調
査

以
下
同

結
果
等
か
ら
合
理
的
に
判
断

給
確
保
医
薬
品
及
び
そ
の
製
造
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
原
料
又
は
材
料

以
下
同

そ
の
供
給
が
不
足
す
る
蓋
然
性
が
あ
り

供
給
不
足
が
生
じ
た

な
医
療
の
提
供
が
困
難
に
な

国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

医
療
法
第
三
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基

当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対

次
に
掲
げ
る
事
項
を
は

じ
め
と
す
る
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る

に
規
定
す
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る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画

以
下
同

作
成

届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示

当

該
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者

製
造
の
委
託
先
の
事
業
者
や
原
料
又
は
材
料
の
製
造
を
行
う
事
業

者
等
の
関
係
者
と
連
携

当
該
指
示
の
内
容
に
即
し
た
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
を
作
成

厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基

当
該
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
沿

必
要
な
措
置
を
講
じ

 

イ 

原
薬
を
は
じ
め
と
す
る
原
料
又
は
材
料
の
供
給
源
の
多
様
化 

ロ 

輸
送
経
路
の
複
線
化 

ハ 

一
定
の
在
庫
の
備
蓄 

ニ 

そ
の
他
必
要
な
措
置 

三 

厚
生
労
働
大
臣

こ
の
指
示
に
従

届
出
が
さ
れ
た
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画

内
容
が
当
該
指

示
の
対
象
と
な
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
不
十
分
で
あ

る

に
そ
の
変
更
が
必
要
と
認
め
る
場
合

医
療
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基

当
該
供
給
不
足
防

止
措
置
計
画
の
変
更
を
指
示
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四 

厚
生
労
働
大
臣

二
の
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者

正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
指
示
に

従

場
合
又
は
二
若
し
く
は
三
の
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者

正
当
な
理
由
が
な

く
そ
の
届
出
に
係
る
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
に
沿

供
給
不
足
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
行

い
な
い
と
認
め
る
場
合

医
療
法
第
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基

旨
を
厚
生
労
働
省

等
で
公
表

 

二
又
は
三
の
指
示
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
供
給
不
足
防
止
措
置
計
画
を
届
け
出

者

同
法
第

八
十
九
条
第
四
号
の
規
定
に
基

二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

 

五 

厚
生
労
働
大
臣

医
療
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
指
示
を
検
討
す
る
場
合

同
法
第
三
十
八
条
の
五

の
規
定
に
基
づ
く
協
力
要
請
を
行

製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
て
供
給
不
足
の
発
生
を
未
然

に
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
促

 

第
三 

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
製
造
又
は
輸
入
に
関
す
る
事
項 

一 

供
給
確
保
医
薬
品
の
中
で
も
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
に
当

な
供
給
を
確
保
す
る

必
要
性
が
他
の
供
給
確
保
医
薬
品
に
比
し
て
特
に
高
い
も
の
で
あ
る

厚
生
労
働
大
臣

重
要
供
給
確
保
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医
薬
品
等
に
つ
い
て
供
給
不
足
が
発
生

又
は
そ
の
蓋
然
性
が
特
に
高

適
切
な
医
療
の
提
供
が
困
難
に
な
る
こ
と

国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

医
療
法
第
三
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基

当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対

当
該
重
要
供
給
確

保
医
薬
品
等
の
増
産
又
は
輸
入
の
拡
大
に
向
け
た
当
該
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
製
造
又
は
輸
入
に
関
す
る
製
造
等
計

に
規
定
す
る
製
造
等
計
画

以
下
同

作
成

届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す

当
該
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者

製
造
の
委
託
先
の
事
業
者
や
原
料
又
は
材
料
の
製
造
を
行

う
事
業
者
等
の
関
係
者
と
連
携

当
該
指
示
の
内
容
に
即
し
た
製
造
等
計
画
を
作
成

厚
生
労
働
大
臣
に
届
け

出

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基

当
該
製
造
等
計
画
に
沿

製
造
又
は
輸
入
を
行

 

二 

厚
生
労
働
大
臣

こ
の
指
示
に
従

届
出
が
さ
れ
た
製
造
等
計
画

内
容
が
当
該
指
示
の
対
象
と

な
る
重
要
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
供
給
不
足
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
不
十
分
で
あ
る

に
そ
の
変
更
が
必

要
だ
と
認
め
る
場
合

医
療
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基

当
該
製
造
等
計
画
の
変
更
を
指
示
す
る

 

三 

厚
生
労
働
大
臣

二
の
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者

正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
指
示
に
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従

場
合
又
は
一
若
し
く
は
二
の
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者

正
当
な
理
由
が
な

く
そ
の
届
出
に
係
る
製
造
等
計
画
に
沿

製
造
又
は
輸
入
を
行

認
め
る
場
合

医
療
法
第
三
十
八

条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基

旨
を
厚
生
労
働
省

等
で
公
表

 

一
又
は
二
の
指
示
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
製
造
等
計
画
を
届
け
出

者

同
法
第
八
十
九
条
第

五
号
の
規
定
に
基

二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

 

四 

厚
生
労
働
大
臣

医
療
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
指
示
を
検
討
す
る
場
合

同
法
第
三
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
力
要
請
を
行

製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
し
て
増
産
又
は
輸
入
の

拡
大
を
促

 

第
四 

そ
の
他
供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

一 

関
係
者
と
の
調
整 

第
二
及
び
第
三
の
措
置

供
給
確
保
医
薬
品
等
の
安
定
的
な
供
給
を
図
る
上
で
重
要
な
措
置
で
あ
る

売
業
者

製
造
業
者
等
に
対

一
定
の
対
応
を
求
め
る
措
置
が
含
ま
れ
る

こ
れ
ら
の
措
置

関
係
者
の
事
業
活
動

に
対
す
る
制
約
を
伴
う
場
合
が
あ
る

こ
の
制
約

製
造
販
売
業
者

製
造
業
者
等
が
供
給
確
保
医
薬
品
等
を
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含
む
医
薬
品
等
の
製
造
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
は
起

こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
に
際

事

前
に
製
造
販
売
業
者

製
造
業
者
等
の
関
係
者
と
十
分
に
協
議

当
該
関
係
者
に
対
し
て
過
剰
な
負
担
を

課

対
象
と
な
る
供
給
確
保
医
薬
品
等
の

に
よ
り
生
じ
る
国
民
の
生
命
及
び
健
康

へ
の
影
響
の
大

供
給
不
足
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る

に
お
け
る
自
主
的
な
取

組
の
実
施
状
況
等
を
考
慮

必
要
最
小
限
の
範
囲
で
実
施

 

二 

財
政
上
の
措
置
等 

国

医
療
法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
指
示
を
行
う

と
認
め
る
場
合

同

法
第
三
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基

当
該
指
示
を
受
け
た
製
造
販
売
業
者
又
は
製
造
業
者
に
対
す
る
必
要
な
財
政
上

の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講

 


